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・再処理施設と使用施設において、
それぞれEAL事象が発生する。現地対
策本部は、3箇所の現場指揮所からの
情報収集、関係箇所への通報連絡、
応急措置の指示ができること。

核燃料サイクル工学研究所において、原子力災害が発生した時に原子力防災組織が有効に機能することを確認する。今中期計画では、関係箇所への確実な情報提供・情報共有、現地対策本部
の通信設備等が使用できない状態での通報連絡及び複数の施設でEAL事象の発生時における対応について、段階的に目標設定を高め、関係箇所への正確な情報提供、対応体制の強化を図ることを
目的とする。

・継続確認。

訓
練
目
標
⑤

初動対応で、通常の状態よ
り要員数が少ない状況（指揮
者が不在の状況）で情報の発
信ができる。

・使用施設の現場指揮所の設置から一定時
間まで現場対応班長が不在の場合において
も、関係箇所への情報発信ができること。

令和3年6月14日
核燃料サイクル工学研究所

・「事象進展対策シー
ト」、「発生事象状況確
認シート」等の視覚情報
を用いた正確な情報提供
及びブリーフィングの実
施について、運用が確立
できていない。⇒訓練目
標①及び②において達成
度を確認する。

・訓練中に通信が困難な
状況が発生するシナリオ
を想定した、代替手段の
活用による情報収集、情
報発信について、検証が
できていない。⇒訓練目
標③において達成度を確
認する。

・原災法対象の複数施設
でEAL事象が発生したシナ
リオを想定した、現地対
策本部の情報収集、情報
発信、応急措置の対応力
について、検証ができて
いない。⇒訓練目標④に
おいて達成度を確認す
る。

・限られた緊急時対応要
員での初動対応となるシ
ナリオを想定した、通常
の状態より少ない要員で
の応急措置、関係箇所へ
情報発信について検証で
きていない。⇒訓練目標
⑤にて達成度を確認す
る。

訓
練
目
標
①

「事象進展対策シート」、
「発生事象状況確認シート」
等の視覚情報を用い機構内外
に正確な情報提供ができる。
【機構大の中期計画作成方針
を踏まえた目標設定】

・「事象進展対策シート」、「発生事
象状況確認シート」等の視覚情報を用
い機構内外に正確な情報提供ができる
こと。
※本件は令和元年度中の達成を目指
す。

・継続確認。
（前年度訓練において、「発生事象状況確
認シート」と「通報文」に記載した中性子
線用エリアモニタの指示値上昇の確認時刻
に不整合が生じた。本年度は、本課題に対
する改善策が有効に機能することを確認す
る。）

前中期計画の課題
今中期計画期間中の訓練項目

(目指すべき姿）

年 次 計 画
次期(令和4年度～令和６年度)中期計

画の方針及び実施の概要令和元年度 令和２年度 令和３年度

今中期計画の目的

訓
練
目
標
③

現地対策本部の通信設備等
が一定時間使用不能な状態に
なった場合においても、代替
手段を活用し関係箇所へ通報
連絡ができる。
【機構大の中期計画作成方針
を踏まえた目標設定】

・発災施設のうちの1箇所の現場指揮
所において、機構TV会議システムが一
時的に使用不能となった場合は、代替
手段を活用した情報共有ができるこ
と。

・発災施設のうちの2箇所の現場指揮所に
おいて、機構TV会議システムが一時的に使
用不能となった場合は、代替手段を活用し
た情報共有ができること。

１．方 針
次期中期計画は、機構大の「原子

力防災訓練中期計画の作成方針」に
基づき作成する。原子力防災組織が
原子力災害発生時に有効に機能する
ことを確認するため、訓練を通じて
課題・問題点を明らかにし、PDCAを
回しながら継続的に改善を図り、防
災体制の強化、対応能力の向上を目
指す。

２．実施の概要
 (1) 訓練目的
難度を高めた訓練想定を設定し、

現地対策本部、現場指揮所及び機構
対策本部における応急措置対策の対
応力、防災要員等のスキルアップを
図ることを目的とする。

 (2) 達成目標
・ 機構対策本部への円滑な情報提供
体制の構築
・ 原子力事業所災害対策支援拠点、
原子力緊急事態支援組織等との協力
体制の構築

（3）訓練想定
事態進展により複数施設で特定事

象が同時に発災する原子力災害を想
定するなど、訓練の難易度を上げる
とともに、シナリオの多様化を図
る。

（4）訓練項目
令和３年度までの訓練項目及び達

成目標を踏まえた訓練項目を計画す
る。

訓
練
目
標
②

発生した事象の対応状況及
び今後の対策等についてのブ
リーフィングが簡潔に短時間
にでき、機構内で情報共有で
きる。
【機構大の中期計画作成方針
を踏まえた目標設定】

・現地対策本部は、各発災施設の現場
対応班と簡潔に短時間でブリーフィン
グし、発生事象の対応策について機構
内で情報共有できること。
※本件は令和元年度中の達成を目指
す。

・継続確認。 ・継続確認。

訓
練
目
標
④

原災法対象の2施設でEAL事
象が発生した状況において
も、現地対策本部は情報収
集、関係箇所に通報連絡、応
急措置の指示ができる。
【機構大の中期計画作成方針
を踏まえた目標設定】

・再処理施設及び使用施設において、
それぞれEAL事象が発生する。現地対
策本部は、2箇所の現場指揮所からの
情報収集、関係箇所への通報連絡、応
急措置の指示ができること。

・再処理施設及び前年度と異なる使用施設
において、それぞれEAL事象が発生する。
現地対策本部は、2箇所の現場指揮所から
の情報収集、関係箇所への通報連絡、応急
措置の指示ができること。

・再処理施設の現場指揮所の設置から
一定時間まで現場対応班長が不在の場
合においても、関係箇所への情報発信
ができること。

核燃料サイクル工学研究所原子力防災訓練中期計画（令和元年度～令和３年度）
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令和３年１０月２１日 

日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

令和３年度核燃料サイクル工学研究所原子力防災訓練（総合訓練）について 

１．訓練目的 

本訓練では、原子力防災訓練中期計画に基づき、原子力災害対策特別措置法対象

の複数施設において緊急時活動レベル（以下「ＥＡＬ」という。）事象の発生を想

定し、原子力災害が発生した時の原子力防災組織が有効に機能することを確認す

るとともに、国、自治体等へ正確に情報提供等を行えるよう対応態勢の習熟を図

る。また、前年度から改善を図った事項の有効性を確認する。 

２．達成目標 

（１）現地対策本部

①

②再処理施設及び使用施設で複数のＥＡＬ事象が発生する状況において、現地対

策本部は、３箇所の現場指揮所からの情報収集、関係箇所への通報連絡、応急

措置の指示ができること。

③

④前年度訓練の課題に対する改善策の有効性を確認すること。

（２）機構対策本部

① 機構対策本部ＥＲＣ対応ブースの統括者と発話者のラインを多重化（２組編成）

できるよう、今年度訓練を通じて複数の統括者及び発話者の習熟が図られるこ

と。

② 前年度訓練の課題に対する改善策の有効性を確認すること。

３．主な検証項目 

（１）現地対策本部

①

② 現地対策本部は、３箇所の現場指揮所から発信される発生事象の状況や進展予

測等の情報を集約し、関係箇所への通報連絡、応急措置の指示ができること。 

③
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④ 前年度訓練の課題に対する改善策が有効に機能すること。 

 

（２）機構対策本部 

① 機構対策本部ＥＲＣブースの統括者及び発話者が連携し、「発話ポイント ＊」を

意識したＥＲＣとの情報共有ができること。 

＊ 報告内容のポイントを整理した発話例 

② 前年度訓練の課題に対する改善策が有効に機能すること。 

 

４．日時 

〇令和４年２月２２日（火）１３：１０～１６：３０（予定） 

 

５．実施場所 

〇核燃料サイクル工学研究所（以下「核サ研」という。） 

〇機構本部（原子力施設事態即応センター） 

 

６．訓練想定 

（１）事象発生時間帯 

〇平日勤務時間帯を想定（訓練時間は当日実時間で進行） 

（２）訓練対象施設 

〇再処理廃止措置技術開発センター（以下「再処理センター」という。） 

・分離精製工場（以下「ＭＰ」という。） 

〇環境技術開発センター（以下「環境センター」という。） 

・高レベル放射性物質研究施設（以下「ＣＰＦ」という。） 

・第２応用試験棟 

〇プルトニウム燃料技術開発センター（以下「Ｐｕセンター」という。） 

・プルトニウム燃料第一開発室（以下「Ｐｕ１」という。） 

（３）事象想定 

 

７．訓練項目 

（１）現地対策本部における訓練 

① 要員参集訓練 

② 現地対策本部内における情報共有訓練 

③ 現地対策本部と機構対策本部との情報共有訓練 

④ 通報訓練 

⑤ 応急措置訓練 

⑥ 環境モニタリング訓練 








